
 

令和８年第１回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第１６号 別府市職員の給与に関する条例の一部改正について 

議第１７号 別府市手数料条例の一部改正について 

議第１８号 別府市公民館条例及び別府市市民会館の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

議第１９号 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２０号 別府市社会福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

議第２１号 別府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

議第２２号 別府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について 

議第２３号 別府市国民健康保険税条例の一部改正について 

議第２４号 別府市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

議第２５号 別府市公設地方卸売市場条例の一部改正について 

議第２６号 別府市中小企業振興基本条例等の一部改正について 

議第２７号 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２８号 別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議第２９号 別府市火災予防条例の一部改正について 

議第３０号 連携協約の変更に関する協議について 

議第３１号 他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させるこ

とに関する協議について 

議第３２号 公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関す

る協議について 

議第３３号 議決事項の変更について 

議第３４号 市道路線の認定及び廃止について 

議第３５号 市長専決処分について 

議第３６号 市長専決処分について  
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議第１６号  

   別府市職員の給与に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  国家公務員及び大分県職員の給与改定の事情を考慮して、一般職の職員の通

勤手当に駐車場利用料金分を定めること及び宿日直手当の上限額を改定するこ

とに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 通勤のため駐車場を利用する職員に対し、新たに５，０００円を上限とし

て駐車場利用料金分を支給することとします。（第９条の４関係） 

 (2) 宿日直手当の上限額を改定します。（第１５条関係） 

  ア 原則 １回につき４，７００円（改正前４，４００円） 

  イ 常直的な宿日直勤務 月額２２，５００円（改正前２２，０００円） 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第１７号  

   別府市手数料条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  大分県使用料及び手数料条例（昭和３１年大分県条例第２７号）に規定する

開発行為許可申請手数料等の金額が改定されることに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

別表第６の６３の項、６７の項及び６９の項の手数料のうち、次の表に掲げ

る手数料を改正します。 

手数料の

名称 

区分 金額 

現行 改正後 

開発行為

許可申請

手数料 

ア  自己の

居住用 

(ア) 0.1 ヘク

タール未満 

１件につき  

８，６００円 

１件につき  

９，６００円 

  (イ) 0.1 ヘク

タール以上

0.3 ヘクタ

ール未満 

１件につき  

２２，０００円 

１件につき  

２５，０００円 

  (ウ) 0.3 ヘク １件につき  １件につき  
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  タール以上

0.6 ヘクタ

ール未満 

４３，０００円 ４６，０００円 

  (エ) 0.6 ヘク

タール以上

1 ヘクター

ル未満 

１件につき  

８６，０００円 

１件につき  

８８，０００円 

 イ  自己の

業務用 

(ア) 0.1 ヘク

タール未満 

１件につき  

１３，０００円 

１件につき  

１４，０００円 

 (イ) 0.1 ヘク

タール以上

0.3 ヘクタ

ール未満 

１件につき  

３０，０００円 

１件につき  

３２，０００円 

 (ウ) 0.3 ヘク

タール以上

0.6 ヘクタ

ール未満 

１件につき  

６５，０００円 

１件につき  

６７，０００円 

 ウ その他 （ア） 0.1 ヘ

クタール未

満 

１件につき  

８６，０００円 

１件につき  

８８，０００円 

開発許可

を受けな

い市街化

調整区域

内の土地

における

建築等許

可申請手

数料 

イ 敷地の面積が 0.1 ヘクタ

ール以上 0.3 ヘクタール未

満のとき 

１件につき  

１８，０００円 

１件につき  

１９，０００円 

ウ 敷地の面積が 0.3 ヘクタ

ール以上 0.6 ヘクタール未

満のとき 

１件につき  

３９，０００円 

１件につき  

４２，０００円 

オ 敷地の面積が 1 ヘクター

ル以上のとき 

１件につき  

９７，０００円 

１件につき  

９９，０００円 

開発登録

簿の写し

の交付手

数料 

 用紙１枚につき

 ４７０円 

用紙１枚につき

 ４９０円 

３ 施行期日 令和８年４月１日 
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４ 担当課 建設部都市計画課 

 

議第１８号  

   別府市公民館条例及び別府市市民会館の設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

１ 趣旨 

  別府市中央公民館及び別府市市民会館の管理について、指定管理者制度を導

入することに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  別府市公民館条例及び別府市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正し、指定管理者による管理の規定を定めます。 

３ 施行期日 規則で定める日 

４ 担当課 教育部社会教育課  

 

議第１９号  

   別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  公園テニスコートの夜間照明設備の更新及び管理棟改築に伴う会議室の設置

並びに総合体育館改修における照明器具の更新により、使用料を改定すること

に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  次の表のとおり使用料を改定します。（別表関係） 

区分 現行 改定案 

公園テニスコート 

夜間照明設備 

1 面 1 時間 

 

４４０円 １３０円 

公園テニスコート 

会議室 

大会開催時の専用使用 1 時間 （新設） ４６０円 

公園テニスコート 

会議室冷暖房設備 

1 時間 （新設） １００円 

総合体育館 

個人使用 

（照明使用の場合） 

卓球 1 台 1 時間 ３１４円 ２６０円 

バドミントン 1 面 1 時間 ３１４円 ２６０円 

ランニングコース 1 人 1 時間 １０５円 ８０円 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課 
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議第２０号  

   別府市社会福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  別府市社会福祉会館の開館時間を見直すことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  開館時間を「午前９時から午後１０時まで」から「午前９時から午後８時ま

で」に改めます。（第４条関係） 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 市民福祉部ひと・くらし支援課 

 

議第２１号  

   別府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

１ 趣旨 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）

の一部改正に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改めます。（第

９条、第１０条、第１３条、第１８条関係） 

 (2) 乳児等通園支援事業者が規程に定めておかなければならない運営につい

ての重要事項のうち「乳児及び幼児の区分ごとの利用定員」を「利用定員」

に改めます。（第１６条関係） 

 (3) 余裕活用型乳児等通園支援事業に乳児等通園支援事業の基準を準用する

場合の読替えを行わないこととします。（第２６条関係） 

 (4) その他所要の規定の整理を行います。（第１６条、第２０条、第２７条関

係） 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 こども部子育て支援課  

 

 

議第２２号  

   別府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について 

１ 趣旨 
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  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定に基づき、特定乳

児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、条例を制定します。 

２ 議案の内容 

  条例は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第

９５号）の規定に従い、又は規定を参酌して定めます。 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 こども部子育て支援課  

 

議第２３号  

   別府市国民健康保険税条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地方税法の規定により子ども・子育て支援納付金課税額の賦課を規定するこ

と並びに基礎課税額の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額

することに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 国民健康保険税を賦課するに当たり、子ども・子育て支援納付金課税額を

追加します。（第３条関係） 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額の基礎控除後の総

所得金額等に乗じる率を「１００分の９．３０」から「１００分の８．９５」

に改定します。（第５条関係） 

 (3) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額を「２５，

２００円」から「２４，０００円」に改定します。（第６条関係） 

 (4) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額を次のよう 

に改定します。（第７条関係） 

区分 現行 改正案 

特定世帯等以外の世帯 ２０，０００円 １９，２００円 

特定世帯 １０，０００円 ９，６００円 

特定継続世帯 １５，０００円 １４，４００円 

 (5) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．３５を

乗じて算定することとします。（第１３条の２関係） 

 (6) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額は、被保険者１人について１，１００円とします。（第１３条の

３関係） 
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 (7) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯

別平等割額は、次に定める額とします。（第１３条の４関係） 

区分 新設 

特定世帯等以外の世帯 ８００円 

特定世帯 ４００円 

特定継続世帯 ６００円 

 (8) その他所要の改正を行います。 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課 

 

議第２４号  

   別府市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  新たな県営土地改良事業の実施に当たり、当該事業の受益者から徴収する各

年度の分担金の総額の算定方法を見直すことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 分担金算定の基礎となる額を本市が負担することとなる負担金の総額か

ら、当該事業に要する費用の総額に改めます。（第３条関係） 

 (2) 賦課基準を次のように改めます。（別表関係） 

事業種別 賦課基準 

県営農業水利施設保全合理化事業 ３／１００ 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 観光・産業部農林水産課  

 

議第２５号  

   別府市公設地方卸売市場条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）の一部が改正され、地方卸売市場の

認定要件として、業務規程において取り扱う指定飲食料品等及びその費用の指

標等を公表することを定めることが規定されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  第４２条の次に次の１条を加えます。 

（食品等持続的供給法に係る公表） 
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第４２条の２ 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に

掲げる事項を公表するものとする。 

(1) 取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者に

よる事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法

律第５９号。以下「食品等持続的供給法」という。）第４２条第１項に規定

する指定飲食料品等（取扱予定のないものを除く。） 

(2) 前号の規定により公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法

第４２条第１項第１号に規定する指標 

(3) 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 観光・産業部産業政策課  

 

議第２６号  

   別府市中小企業振興基本条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

（令和７年法律第４１号）により、下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法

律第１２０号）及び下請中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号）に定め

る「下請」等の用語の見直しが行われたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 別府市中小企業振興基本条例第１５条第６号中「下請取引」を「受託取引」

に改めます。 

 (2) 別府市暴力団排除条例第６条第１項第２号中「下請契約」を「製造委託等

の契約」に改めます。 

 (3) 別府市風致地区内における建築等の規制に関する条例第８条第１項第２

号中「請負工事の下請人」を「請負人から当該工事の一部を受託した者」に

改めます。 

 (4) 別府市議会議員の政治倫理に関する条例第４条第１項中「下請負」を「そ

の受託取引」に改めます。 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 観光・産業部産業政策課 防災局防災危機管理課 建設部都市計画

課 議会事務局議事総務課 
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議第２７号  

   別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  特定の市営住宅の入居者資格の特例を定めること並びに市営丸尾市民住宅及

び市営朝見住宅を用途廃止することに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 第７条に次の１項を加えます。 

  ４ 市長は、第４条第１項の公募における申込みの状況等を勘案し、特定の

市営住宅に入居する者について、前条第１項第１号の規定を適用しないこ

とができる。この場合において、特に住宅に困窮する者の入居の機会を確

保する必要があると認めるときは、入居者資格について制限を加えること

ができる。 

 (2) 別表から市営丸尾市民住宅の項及び市営朝見住宅の項を削除します。 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 建設部施設整備課 

 

議第２８号 

   別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３

３５号）の一部改正により、補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額が

改定されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 消防団員の補償基礎額を引き上げます。（別表関係） 

〔単位 円〕 

階級 
勤務年数 

10 年未満 10年以上 20年未満 20 年以上 

団長及び副団長 13,340（12,900） 14,170（13,700） 15,000（14,500） 

分団長及び副分団

長 
11,670（11,300） 12,500（12,100） 13,340（12,900） 

部長、班長及び団員 10,000（9,700） 10,840（10,500） 11,670（11,300） 

   備考 （ ）内書きは現行の補償基礎額 

 (2) 消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を９，７００円から１０，０００

円に、最高額を１４，５００円から１５，０００円に引き上げます。（第５条
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第２項第２号関係） 

 (3) 配偶者に係る補償基礎額の加算を廃止し、子に係る補償基礎額の加算額

を３８３円から４３３円に改定します。（第５条第３項関係） 

３ 施行期日 令和８年４月１日 

４ 担当課 消防本部総務課  

 

議第２９号  

   別府市火災予防条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）及び

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年消防

庁告示第１号）の一部改正により簡易サウナ設備が規定されたこと等に伴い、

条例の一部を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 「サウナ設備」の名称を「一般サウナ設備」に変更し、条を繰り下げます。

（現第７条の２関係） 

 (2) 簡易サウナ設備に関する規定を定めます。（新第７条の２関係） 

 (3) 住宅における火災の予防を推進するため、市が普及の促進に努める設備

に、感震ブレーカーを追加します。（第２９条の７第１項第１号関係） 

３ 施行期日 令和８年３月３１日 

４ 担当課 消防本部予防課 

 

議第３０号  

   連携協約の変更に関する協議について 

１ 趣旨 

  平成２８年３月２９日に大分市と別府市の間で締結した「大分市及び別府市

における連携中枢都市圏形成に係る連携協約」を変更することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第４項の規定によりその例

によることとされる同条第３項の規定により議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

  令和８年４月からの５年間を取組の期間とする第３期大分都市広域圏ビジョ

ンの策定に伴い、連携協約第３条各号に定める連携を図る事務並びに取組内容

及び役割分担を見直し、別表として定めます。 
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３ 担当課 企画戦略部政策企画課 

 

議第３１号  

   他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることに

関する協議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、協議により他の普通地方

公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることについて、同条第３項

の規定により議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 利用に供させる公の施設を設置する他の普通地方公共団体は、佐伯市で

す。 

 (2) 利用に供させる佐伯市の公の施設は、さいき城山桜ホールほか４４施設

です。 

３ 担当課 企画戦略部政策企画課  

 

議第３２号  

   公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関する協

議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、協議により公の施設を他

の普通地方公共団体の住民の利用に供することについて、同条第３項の規定に

より議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 新たに利用に供する他の普通地方公共団体の住民は、佐伯市の住民です。 

 (2) 利用に供する公の施設は、別府市中央公民館ほか３１施設です。 

３ 担当課 企画戦略部政策企画課  

 

議第３３号  

   議決事項の変更について 

１ 趣旨 

  別府国際コンベンションセンター吊り天井改修工事に伴い、大分県と締結し

た協定の一部を変更します。 

２ 議案の内容 
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  令和６年９月２５日に議決された「議第８７号 令和６・７・８年度別府国

際コンベンションセンター吊り天井改修工事負担金に関する協定の締結につい

て」の議決事項のうち、令和７年３月２５日に議決された「議第３７号 議決

事項の変更について」により変更した負担金を減額します。 

   変更前 ２１９，６４２，９１６円 

   変更後 １６４，５６７，９１６円 

３ 担当課 観光・産業部観光課 

 

議第３４号  

   市道路線の認定及び廃止について  

１ 趣旨 

  道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、市道路線を認定及

び廃止することについて、議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

  認定路線 目歯頭１０号線ほか４路線 

  廃止路線 北中杉園線 

３ 担当課 建設部都市整備課 

 

議第３５号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  第５１回衆議院議員総選挙の執行に対応するため、補正予算を地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項

の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 令和７年度別府市一般会計補正予算（第６号） 

 (2) 処分年月日 令和８年１月２３日 

３ 担当課 行政委員会総合事務局 

 

議第３６号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  今般、焦眉の課題である物価高騰対策の一環として実施した「おこめ券」配

布事業に関し、「おこめ券」紛失事案が惹起されたことを真摯に受け止め、別府
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市行政の最高責任者である市長として自ら襟を正し、行政運営に係る責任の所

在を明らかにするため、令和８年２月分から令和９年３月分までの給料月額を

減額するとともに、副市長両名については、事務方の責任者として自らを戒め

るため、令和８年２月分及び同年３月分の給料月額を減額する措置を講じまし

た。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 令和８年別府市条例第１号 

         特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例 

 (2) 処分年月日 令和８年２月９日 

３ 担当課 総務部職員課 


